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○
旅
館
業
法
施
行
条
例
に
基
づ
く
浴
槽
水
等
の
水
質
基
準
及
び
水
質
検
査
に
関
す
る
規
則 

新 

旧 

旅
館
業
法
施
行
条
例
に
基
づ
く
浴
槽
水
等
の
水
質
基
準
及
び
水
質
検
査
に
関
す
る
規

則 

旅
館
業
法
施
行
条
例
に
基
づ
く
浴
槽
水
等
の
水
質
基
準
及
び
水
質
検
査
に
関
す
る
規

則 

平
成
十
五
年
八
月
一
日 

規
則
第
百
十
二
号 

平
成
十
五
年
八
月
一
日 

規
則
第
百
十
二
号 

 

改
正 

平
成
三
一
年 

三
月
二
九
日
規
則
第

二
四
号 

令
和 

二
年
一
一
月
二
四
日
規
則
第

六
二
号 

 
 

改
正 

平
成
三
一
年 

三
月
二
九
日
規
則
第

二
四
号 

令
和 

二
年
一
一
月
二
四
日
規
則
第

六
二
号 

 

 
 
 

令
和 

六
年 
三
月
二
二
日
規
則
第

一
一
号 

令
和 

六
年 

六
月
二
八
日
規
則
第

五
〇
号 

 
 

 
 

令
和 

六
年 

三
月
二
二
日
規
則
第

一
一
号 

令
和 

六
年 

六
月
二
八
日
規
則
第

五
〇
号 

 

旅
館
業
法
施
行
条
例
に
基
づ
く
浴
槽
水
等
の
水
質
基
準
及
び
水
質
検
査
に
関
す
る
規

則 

旅
館
業
法
施
行
条
例
に
基
づ
く
浴
槽
水
等
の
水
質
基
準
及
び
水
質
検
査
に
関
す
る
規

則 

（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
千
葉
県
条
例
第
七
号
。
以

下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
浴
槽
水
並
び
に
浴
槽
に
使

用
す
る
水
及
び
湯
の
水
質
の
基
準
並
び
に
同
条
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
る
浴
槽
水
並
び
に

浴
槽
に
使
用
す
る
水
及
び
湯
の
水
質
の
検
査
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
千
葉
県
条
例
第
七
号
。
以

下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
浴
槽
水
並
び
に
浴
槽
に
使

用
す
る
水
及
び
湯
の
水
質
の
基
準
並
び
に
同
条
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
る
浴
槽
水
並
び
に

浴
槽
に
使
用
す
る
水
及
び
湯
の
水
質
の
検
査
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

一
部
改
正
〔
平
成
三
一
年
規
則
二
四
号
・
令
和
六
年
一
一
号
〕 

一
部
改
正
〔
平
成
三
一
年
規
則
二
四
号
・
令
和
六
年
一
一
号
〕 

（
浴
槽
水
等
の
水
質
の
基
準
） 

（
浴
槽
水
等
の
水
質
の
基
準
） 

第
二
条 

条
例
第
十
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
水
質
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。 

第
二
条 

条
例
第
十
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
水
質
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。 

一 

浴
槽
水
の
水
質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
っ
て
行
う
検
査
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

一 

浴
槽
水
の
水
質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
っ
て
行
う
検
査
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 

一 

濁
度 

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に

基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
平

成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百

六
十
一
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）

本
則
第
五
十
二
号
に
定
め
る
方
法 

五
度
以
下
で
あ
る
こ

と
。 

 
 

一 

濁
度 

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に

基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
平

成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百

六
十
一
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）

本
則
第
五
十
二
号
に
定
め
る
方
法 

五
度
以
下
で
あ
る
こ

と
。 

 

 

二 

有
機
物
（
全
有

機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ

Ｃ
）
の
量
）
又
は

有
機
物
等
（
過
マ

ン
ガ
ン
酸
カ
リ

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の

量
）
に
あ
っ
て
は
告
示
本
則
第
四
十
七

号
に
定
め
る
方
法
、
有
機
物
等
（
過
マ

ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
）
に
あ
っ

て
は
滴
定
法 

有
機
物
（
全
有
機
炭
素

（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
に

あ
っ
て
は
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
八
ミ
リ
グ

ラ
ム
以
下
、
有
機
物
等  

 

二 
有
機
物
（
全
有

機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ

Ｃ
）
の
量
）
又
は

有
機
物
等
（
過
マ

ン
ガ
ン
酸
カ
リ

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の

量
）
に
あ
っ
て
は
告
示
本
則
第
四
十
七

号
に
定
め
る
方
法
、
有
機
物
等
（
過
マ

ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
）
に
あ
っ

て
は
滴
定
法 

有
機
物
（
全
有
機
炭
素

（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
に

あ
っ
て
は
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
八
ミ
リ
グ

ラ
ム
以
下
、
有
機
物
等  
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ウ
ム
消
費
量
） 

（
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ

リ
ウ
ム
消
費
量
）
に
あ

っ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き
二
十
五
ミ
リ

グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る

こ
と
。 

ウ
ム
消
費
量
） 

（
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ

リ
ウ
ム
消
費
量
）
に
あ

っ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き
二
十
五
ミ
リ

グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る

こ
と
。 

 

三 

大
腸
菌 

下
水
の
水
質
の
検
定
方
法
等
に
関
す

る
省
令
（
昭
和
三
十
七
年
厚
生
省
令
・

建
設
省
令
第
一
号
）
第
六
条
に
規
定
す

る
方
法 

一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に

つ
き
一
個
以
下
で
あ

る
こ
と
。 

 
 

三 

大
腸
菌
群 

下
水
の
水
質
の
検
定
方
法
等
に
関
す

る
省
令
（
昭
和
三
十
七
年
厚
生
省
令
・

建
設
省
令
第
一
号
）
第
六
条
に
規
定
す

る
方
法 

一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に

つ
き
一
個
以
下
で
あ

る
こ
と
。 

 

 

四 

レ
ジ
オ
ネ
ラ

属
菌 

ろ
過
濃
縮
法
又
は
冷
却
遠
心
濃
縮
法 

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。  

 

四 

レ
ジ
オ
ネ
ラ

属
菌 

ろ
過
濃
縮
法
又
は
冷
却
遠
心
濃
縮
法 

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。  

二 

浴
槽
に
使
用
す
る
水
及
び
湯
の
水
質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
検
査
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

二 

浴
槽
に
使
用
す
る
水
及
び
湯
の
水
質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
検
査
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 

一 

色
度 

告
示
本
則
第
五
十
一
号
に
定
め
る
方

法 

五
度
以
下
で
あ
る
こ

と
。 

 
 

一 

色
度 

告
示
本
則
第
五
十
一
号
に
定
め
る
方

法 

五
度
以
下
で
あ
る
こ

と
。 

 

 

二 

濁
度 

告
示
本
則
第
五
十
二
号
に
定
め
る
方

法 
二
度
以
下
で
あ
る
こ

と
。 

 
 

二 

濁
度 

告
示
本
則
第
五
十
二
号
に
定
め
る
方

法 

二
度
以
下
で
あ
る
こ

と
。 

 

 

三 
p
H

値 

告
示
本
則
第
四
十
八
号
に
定
め
る
方

法 

五
・
八
以
上
八
・
六
以

下
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

三 
pH

値 

告
示
本
則
第
四
十
八
号
に
定
め
る
方

法 

五
・
八
以
上
八
・
六
以

下
で
あ
る
こ
と
。 

 

 

四 

有
機
物
（
全
有

機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ

Ｃ
）
の
量
）
又
は

有
機
物
等
（
過
マ

ン
ガ
ン
酸
カ
リ

ウ
ム
消
費
量
） 

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の

量
）
に
あ
っ
て
は
告
示
本
則
第
四
十
七

号
に
定
め
る
方
法
、
有
機
物
等
（
過
マ

ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
）
に
あ
っ

て
は
滴
定
法 

有
機
物
（
全
有
機
炭
素

（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
に

あ
っ
て
は
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
三
ミ
リ
グ

ラ
ム
以
下
、
有
機
物
等

（
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ

リ
ウ
ム
消
費
量
）
に
あ

っ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き
十
ミ
リ
グ
ラ

ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。  

 

四 

有
機
物
（
全
有

機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ

Ｃ
）
の
量
）
又
は

有
機
物
等
（
過
マ

ン
ガ
ン
酸
カ
リ

ウ
ム
消
費
量
） 

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の

量
）
に
あ
っ
て
は
告
示
本
則
第
四
十
七

号
に
定
め
る
方
法
、
有
機
物
等
（
過
マ

ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
）
に
あ
っ

て
は
滴
定
法 

有
機
物
（
全
有
機
炭
素

（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
に

あ
っ
て
は
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
三
ミ
リ
グ

ラ
ム
以
下
、
有
機
物
等

（
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ

リ
ウ
ム
消
費
量
）
に
あ

っ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き
十
ミ
リ
グ
ラ

ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。  

 

五 

大
腸
菌 

告
示
本
則
第
三
号
に
定
め
る
方
法 

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。  

 

五 

大
腸
菌 

告
示
本
則
第
三
号
に
定
め
る
方
法 

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。  

 

六 

レ
ジ
オ
ネ
ラ

属
菌 

ろ
過
濃
縮
法
又
は
冷
却
遠
心
濃
縮
法 

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。  

 

六 

レ
ジ
オ
ネ
ラ

属
菌 

ろ
過
濃
縮
法
又
は
冷
却
遠
心
濃
縮
法 

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。  
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２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
水
道
水
以
外
の
水
又
は
湯
を
浴
槽
に
使
用
し

て
い
る
た
め
、
同
項
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
衛
生
上
危
害

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
第
一
号
の
表
の
一
の
項
及
び
二
の
項

並
び
に
前
項
第
二
号
の
表
の
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
全
部
又
は
こ
れ

ら
の
基
準
の
い
ず
れ
か
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
水
道
水
以
外
の
水
又
は
湯
を
浴
槽
に
使
用
し

て
い
る
た
め
、
同
項
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
衛
生
上
危
害

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
第
一
号
の
表
の
一
の
項
及
び
二
の
項

並
び
に
前
項
第
二
号
の
表
の
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
全
部
又
は
こ
れ

ら
の
基
準
の
い
ず
れ
か
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
部
改
正
〔
平
成
三
一
年
規
則
二
四
号
・
令
和
二
年
六
二
号
・
六
年
一
一
号
・

五
〇
号
〕 

一
部
改
正
〔
平
成
三
一
年
規
則
二
四
号
・
令
和
二
年
六
二
号
・
六
年
一
一
号
・

五
〇
号
〕 

（
浴
槽
水
等
の
水
質
の
検
査
） 

（
浴
槽
水
等
の
水
質
の
検
査
） 

第
三
条 

条
例
第
十
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
水
質
の
検
査
は
、
浴
槽
水
に
あ
っ
て
は
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
回
数
、
浴
槽
に
使
用
す
る

水
及
び
湯
に
あ
っ
て
は
毎
年
一
回
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

条
例
第
十
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
水
質
の
検
査
は
、
浴
槽
水
に
あ
っ
て
は
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
回
数
、
浴
槽
に
使
用
す
る

水
及
び
湯
に
あ
っ
て
は
毎
年
一
回
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

毎
日
換
水
し
て
い
る
浴
槽
水 
毎
年
一
回
以
上 

一 

毎
日
換
水
し
て
い
る
浴
槽
水 

毎
年
一
回
以
上 

二 

前
号
に
掲
げ
る
浴
槽
水
以
外
の
浴
槽
水
で
塩
素
に
よ
る
消
毒
を
行
っ
て
い
る
も
の 

毎
年
二
回
以
上 

二 

前
号
に
掲
げ
る
浴
槽
水
以
外
の
浴
槽
水
で
塩
素
に
よ
る
消
毒
を
行
っ
て
い
る
も
の 

毎
年
二
回
以
上 

三 

前
各
号
に
掲
げ
る
浴
槽
水
以
外
の
浴
槽
水 
毎
年
四
回
以
上 

三 

前
各
号
に
掲
げ
る
浴
槽
水
以
外
の
浴
槽
水 

毎
年
四
回
以
上 

一
部
改
正
〔
平
成
三
一
年
規
則
二
四
号
・
令
和
六
年
一
一
号
〕 

一
部
改
正
〔
平
成
三
一
年
規
則
二
四
号
・
令
和
六
年
一
一
号
〕 

附 

則 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
規
則
第
二
十
四
号
） 

附 

則
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
規
則
第
二
十
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日
規
則
第
六
十
二
号
） 

附 

則
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
四
日
規
則
第
六
十
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
規
則
第
十
一
号
） 

附 

則
（
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
規
則
第
十
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
規
則
第
五
十
号
） 

附 

則
（
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
規
則
第
五
十
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 


